
就 職 状 況 報 告 
 

東京都立中央・城北職業能力開発センター所長 殿 

 

氏 名  
住 所 

電 話 

 

受講コース 離職者等／母子母／ﾃﾞｭｱﾙ等 
実施期間 

平成  

 23 年 8 月 1 日～23 年 10 月 27 日 科   名 Ｗｅｂサイトクリエータ科 

実施施設 名 早稲田電子ＩＴ教育センター 

平成２４年１月２６日現在の就職状況について以下のとおり報告します。 

＊該当する項目に○印をつけ、必要な記入をお願いします。 

上記受講コース修了後 

１. 就職しました 

就職日：    年  月  日 

(1)雇用形態は以下のうちどれに該当しますか。 

①常用（正社員）  ②常用（その他） 

③臨時・季節    ④ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ    ⑤日雇 

⑥派遣（派遣元で常時雇用されている） 

⑦派遣（派遣元で登録したのち、派遣先である事業所に就労している） 

(2)雇用期間はどれに該当しますか。 

 ①雇用期間の定めなし   ②４ヶ月以上 

 ③１ヶ月以上４ヶ月未満  ④１ヶ月未満 

２. 内定しました 

内定日：    年  月  日 

就職予定日：  年  月  日 

３．自営を開始した 事業開始日：   年  月  日 事業内容： 

４．就職していない 

 

＊上記１～３に該当する方は以下の項目を必ず記入又は○をつけてください。 

勤務企業名又は派遣先事業所名 所 在 地 電話番号 

   

本社又は派遣元企業名 派遣元企業所在地 電話番号 

   

勤務形態 従事する職種 採用担当者名 

毎 日 ／  週    日 
  

   期間限定（       ） 

訓練科目と従事職種の関連 就職のきっかけ 

有  ・  無 ハローワークの紹介 ・ 受託校の紹介 ・ 求人情報誌の掲載 ・ その他 

★ 以下のアンケートにもご協力ください。 

  訓練開始前もしくは訓練受講中にジョブ･カードの交付を受けたことがありますか？ 

  □ 受けたことがある    □ 受けたことがない （いずれかにチェックをしてください。） 

以上の報告内容は事実に相違ありません。 

提出日 平成   年   月   日      氏 名（自署）                 

（別紙様式 3） 

 



～ 受講生のみなさまへ ～ 

「 就 職 状 況 報 告 」 に つ い て 

 

「就職状況報告」は、職業訓練の成果を調査するため行うものです。ご提出いただいた内容につ

いては、就職把握の目的以外には使用いたしません。 

貴重なお時間を割いていただくことになりますが、ご協力をお願いするとともに、以下の点にご注

意いただき、提出をお願いします。 

 

★報告期間について：訓練修了後から３ヶ月以内としています。 

★報告方法について：「就職状況報告」を、通っている学校が指定する期日までに提出して下さい。 

☆就職が決まった方：期日を待たず、すぐに通われている学校へ「就職状況報告」を提出して下

さい。 

☆就職が決まっていない方：通われている学校が指定する期日までに「就職状況報告」を提出し

て下さい。 

☆内定の方：内定の方は、報告日によって、２つの報告方法があります。 

なお、「就職状況報告」提出後、通われている学校が指定する期日内に、万が一、内

定の取消を受けた場合は、すぐに提出先（通われていた学校）へ連絡をして下さい。 

①通われている学校が指定する期日内に、就職予定日がある場合、報告は、就職日

を待ち、報告日を就職日後にし、常勤、パート・アルバイト等に○をして、就職

を報告する。 

②報告日を内定日から就職日の期間にする場合、内定に○をして、内定として報告す

る。 

 ☆自営を開始された方：「就職状況報告」のほか、別途「法人設立届出書」又は「個人事業改廃届

出書」の写しを併せて提出して下さい。 

 

※指定する期日等詳細は、通われている学校からご連絡差し上げます。 

 

★提出する前に、以下の項目の確認をお願いします。 

１．未記入の欄はありませんか？ 

２．ボールペンで記入していますか？ 

３．報告日の日付と、就職日（内定日・就職予定日）の日付は、前後していませんか？ 

  （就職）〔過去〕就職日 → 報告日〔現在〕  

内定の場合は、報告日が内定日より後で、就職予定日が報告日よりも後ですか？ 

 （内定）〔過去〕内定日 → 報告日 → 就職予定日〔現在〕  

例 就職 内定 

報告日 就職日 報告日 内定日 就職予定日 

○ 22 年 9 月 6 日 22 年 9 月 1 日 22 年 9 月 6 日 22 年 8 月 25 日 22 年 9 月 13 日 

× 22 年 9 月 6 日 22 年 9 月 13 日 22 年 9 月 6 日 22 年 8 月 25 日 22 年 9 月 1 日 

４．記載間違いの訂正は、間違えた箇所にご自分の印（訂正印）を押していますか？ 

（予備が配られている場合は、お手数ですが書き直してください。） 

 

 

 

言葉の定義 
 



１ 常用 

  雇用契約において雇用期間の定めがないか又は 4 ヶ月以上の雇用期間が定められている者（季

節労働を除く。）。 

 

２ 正社員 

  パートタイムを除く常用のうち、勤め先で「正社員・正職員」と呼称される者。 

 

３ 臨時・季節 

  臨時とは、雇用契約において１ヶ月以上 4 ヶ月未満の雇用期間が定められている仕事（労働）

をする者。 

  季節とは、季節的な労働需要に対し、又は季節的な余暇を利用して一定の期間（4 ヶ月未満、4

ヶ月以上の別を問わない。）を定めて就労（労働）する者。 

 

４ パート・アルバイト 

  1 週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の 1 週間の所定労働時間

に比し短い者（4 ヶ月未満、4 ヶ月以上の別を問わない。）。 

 

５ 日雇 

  日雇とは安定所で取扱われる日々雇用の仕事及び１ヶ月未満の雇用期間が定められている者。 

 

６ 派遣 

派遣労働者派遣事業による派遣先である事業所で就労する仕事をする者。 

 

７ 自営 

  自営を開始した者。 


